
① 入院はもちろん、病気やケガ等の通院も給付の対象となります！

② 病院で処方された薬代も対象です！

③ ７５歳まで給付が受けられます！

④ 民間の生命保険にはない制度です！

⑤ 配偶者も同時に加入できます！（満４５歳以上の方）

⑥ 医療保険金以外にも、長寿祝金や人間ドック補助金が受けられます！

退職会員総合保険加入のご案内
～ 退職後の医療費の負担を軽減し、安心して暮らすために ～

神奈川県厚生福利振興会では、退職後の医療費の補助を行う「退職会員総合保険」を実施しています。
豊かで安定した生活のため、ぜひ加入をご検討ください。

認可特定保険業者 一般財団法人 神奈川県厚生福利振興会

６つのメリット

退職日の翌日の年齢が４５歳以上の継続会費を
納めていただいていた会員の方が対象です！！



医療機関で健康保険適用の治療を受けたとき、医療機関ごと、１ヶ月ごとの医療

費の自己負担分（保険外除く）から２，０００円を控除した金額（１００円未満切捨て）
を「医療保険金」として給付が受けられます。

※ 給付額上限、月額２０,０００円、年額１００,０００円

はじめに
高齢化社会を迎え、老後生活の関心は益々高まってきております。
豊かで潤いのある退職後の生活を送るには、何より健康が大切なポイントとなります。
この保険は、一般財団法人神奈川県厚生福利振興会の現職会員及びその配偶者の方
の退職後の生活安定のために「会員の相互扶助」を基本理念に万が一の病気、負傷等
に備えていただく生活保障保険です。
保険内容を十分ご理解いただいたうえで、お申込みいただきますようご案内申し上げます。

健康な方であっても、退職すると病気やケガをしがちです。
右の表を見るとわかるように、４０歳代に比べると６０歳代
にかかる医療費は２倍以上！！
長寿大国となった日本では、平均寿命と平均余命も
伸びていますが、医療費の負担も増えています。

年齢別にみる１人当たりの年間総医療費
（厚生労働省「国民医療費の概況(令和２年度)」より作成）
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退職会員総合保険加入すると
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４０代と比べ、
医療費は２倍以上

退職後の病気やケガの心配不要！！

入院や手術をしなくても、定期的に内科、眼科、歯科にかかることもあります。

「退職会員総合保険」では、健康保険適用であれば、通院・入院・手術を問わず、７５歳までサポート！！

これは振興会会員のための特別な制度。他の医療保険には真似できない保障内容です。

《 退職会員総合保険と一般的な医療保険の違い 》

退職後の医療の備えって必要



現職会員で退職された方及びその配偶者で、満４５歳以上の方。

《 加 入 申 込 み に つ い て 》

退職日翌日から３ヶ月以内
※ 退職後、退会届に記載のご住所に「退職会員総合保険」のパンフレット、申込書等を送付します。

退職日翌日の満年齢に応じた額です。

加算額（円）区 分

110,000５９歳未満

140,000５９歳以上６３歳未満

180,000６３歳以上

○ 加算額 (別表2) （令和５年４月１日現在）

支払い開始を退職日の翌日から希望される場合、
保険料に下記金額が加算されます。

○ 保険料 (別表1) （令和５年４月１日現在）

保険期間は、加入日から終身となります。
医療保険給付期間始期は加入の２年後（加算金を納入した場合は加入日）とし、終期は７５歳

に達した日の属する月の末日までです。
※ 長寿祝金 ・ 厚生事業は継続します。

加入時の年齢に応じた保険料（別表１）を一括納入していただきます。
医療保険金給付開始年を「退職日翌日」からと「2年後」からを選択することができ、退職日翌

日から給付開始を選択した場合は、保険料に加え年齢に応じた加算額（別表２）を納めていただ
きます。
※ 保険料に対して、現職中に積立てた継続会費(給料月額の2/1000)を充当することができます。

保険料（円）年齢保険料（円）年齢

705,000５９歳1,582,000４５歳

660,000６０歳1,490,000４６歳

610,000６１歳1,402,000４７歳

560,000６２歳1,316,000４８歳

510,000６３歳1,233,000４９歳

460,000６４歳1,153,000５０歳

405,000６５歳1,080,000５１歳

350,000６６歳1,035,000５２歳

295,000６７歳990,000５３歳

240,000６８歳940,000５４歳

190,000６９歳895,000５５歳

135,000７０歳845,000５６歳

85,000７１歳800,000５７歳

30,000７２歳750,000５８歳

加入資格

保 険 料

申込期間

保険期間

(例) 退職時60歳で加入、給付開始を退職日翌日からを
選択した場合の保険料納入額

長 寿 祝 金

長寿年齢に達したときに祝金を給付いたします。該当年齢の誕生月に請求用紙をご自宅へ送付します。

古希（７０歳）３万円、喜寿（７７歳）５万円、米寿（８８歳）７万円、白寿（９９歳）１０万円

人 間 ド ッ ク 補 助 金
退職会員総合保険に加入すると、５０００円を限度に、自費相当額
を給付します。
※ お申込制となります。（申込み多数の場合は抽選となります。）

厚 生 事 業
退職後の余暇活動を支援するために、「厚生事業のご案内」に
掲載した、演劇・音楽鑑賞を割安な料金で提供しています。

自 動 車 保 険 ／ 各 種 傷 害 保 険
振興会が取り扱う自動車保険、傷害保険に加入できます。
自動車保険・火災保険は、新規加入ができ団体保険
割引適用で大変お得です。

ラ フ ォ ー レ 俱 楽 部
宿泊施設や保養施設を平日のみ会員価格でご利用できます。

割 引 施 設 の ご 案 内
利用券を提示することで、当会と提携する施設を割引料金で利用
できます。

給付金／厚生事業／その他

保険料（６０歳） ６６０,０００円
加算金（５９歳以上６３歳未満） １４０,０００円
継続会費累計額（平均） △ ２５０,０００円

納入額 ５５０,０００円



一般財団法人
神奈川県厚生福利振興会

（ 事業課 ）

〒２３１－８３２０
横浜市中区山下町１番地

シルクセンター４階４０９号

TEL ０４５－６８０－０２５４

お問合せ・送付先

退職会員総合保険に関する情報を掲載しています。

https://www.k-kfukuri.or.jp
スマホ、タブレットをお持ちの方は
こちらからご覧いただけます。

① 神奈川県厚生福利振興会と検索してください

② ホームページ上部バナー退職会員の方をクリック

③ 退職会員総合保険に加入している方をクリック

④ パスワード「shokuinob」を入力※ 半角英数字

振興会ホームページのご案内


